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国　税／�8月分源泉所得税の納付� 9月10日
国　税／�7月決算法人の確定申告（法人税・消費税等）

� 9月30日
国　税／�1月決算法人の中間申告� 9月30日
国　税／�10月、1月、4月決算法人の消費税等の中間申告

（年3回の場合）� 9月30日

9 2013（平成25年）

消費税転嫁円滑化法の施行　平成26年４月と27年10月からの消費税率引上げの際に、
納入業者が大規模小売店等から消費税の転嫁を拒否されないよう措置した法律。一定の
場合には事業者団体が消費税の転嫁カルテルを結べることや、総額表示義務の除外、禁
止されるセール表示などが規定され、一部を除き本年10月1日から施行されます。

ワン
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◆  9 月 の 税 務 と 労 務 9月 （長月）SEPTEMBER
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９月号─2

　

金
融
所
得
課
税
の
一
体
化
の
た
め

の
改
正
の
ほ
か
、
少
額
投
資
非
課
税

制
度
（
Ｎ
Ｉ
Ｓ
Ａ
）
の
拡
充
な
ど
が

図
ら
れ
る
一
方
、
現
行
の
証
券
税
制

の
軽
減
税
率
は
平
成
二
十
五
年
末
で

廃
止
さ
れ
ま
す
。
こ
れ
ら
の
改
正
ポ

イ
ン
ト
を
整
理
し
て
み
ま
す
。

１　

証
券
税
制
の
一
〇
％
軽
減
税
率

の
廃
止

　

当
初
、
平
成
二
十
年
十
二
月
末
及

び
平
成
二
十
一
年
三
月
末
で
廃
止
さ

れ
る
予
定
だ
っ
た
上
場
株
式
等
に
係

る
配
当
及
び
譲
渡
等
の
一
〇
％
軽
減

税
率
（
所
得
税
七
％
、住
民
税
三
％
）

は
、
延
長
に
次
ぐ
延
長
を
重
ね
、
平

成
二
十
五
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で

適
用
さ
れ
ま
す
。

　

軽
減
税
率
は
、
平
成
二
十
五
年

十
二
月
三
十
一
日
で
廃
止
さ
れ
、
廃

止
後
の
税
率
は
二
〇
％
（
所
得
税

一
五
％
、
住
民
税
五
％
）
と
な
り
ま

す
。

　

な
お
、
所
得
税
部
分
に
は
、
復
興

特
別
所
得
税
が
別
途
課
税
さ
れ
る
た

め
、
源
泉
徴
収
に
係
る
税
率
は
、
二

〇
・
三
一
五
％
（
所
得
税
一
五
・
三
一

五
％
、住
民
税
五
％
）と
な
り
ま
す
。

２　

Ｎ
Ｉ
Ｓ
Ａ

　

金
融
所
得
課
税
の
一
体
化
の
取
り

組
み
の
中
で
、
個
人
の
株
式
市
場
へ

の
参
加
を
促
進
す
る
観
点
か
ら
創
設

さ
れ
た
制
度
で
、
少
額
の
上
場
株
式

等
へ
の
投
資
を
非
課
税
に
す
る
も
の

で
す
。
イ
ギ
リ
ス
の
Ｉ
Ｓ
Ａ
（
個
人

貯
蓄
口
座
）
を
参
考
に
し
て
作
ら
れ

た
こ
と
か
ら
、「
日
本
版
Ｉ
Ｓ
Ａ
」（
Ｎ

Ｉ
Ｓ
Ａ
）
と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。

　

平
成
二
十
二
年
度
税
制
改
正
の
際

に
創
設
さ
れ
ま
し
た
が
、
上
場
株
式

等
の
配
当
・
譲
渡
等
の
軽
減
税
率
の

終
了
後
に
施
行
さ
れ
る
予
定
で
あ
っ

た
た
め
、
軽
減
税
率
終
了
後
の
平
成

二
十
六
年
一
月
一
日
以
降
に
導
入
さ

れ
ま
す
。

　

こ
の
Ｎ
Ｉ
Ｓ
Ａ
が
、
平
成
二
十
五

年
度
税
制
改
正
に
よ
り
、
次
の
よ
う

に
大
幅
に
拡
充
さ
れ
て
い
ま
す
。

⑴
　
非
課
税
口
座
開
設
期
間

　

非
課
税
口
座
を
開
設
で
き
る
期
間

は
、
平
成
二
十
六
年
一
月
一
日
か
ら

二
十
八
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
の

三
年
間
と
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
三

十
五
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
の
一

〇
年
間
に
拡
大
さ
れ
ま
し
た
。

　

非
課
税
口
座
で
は
、
毎
年
非
課
税

管
理
勘
定
を
設
定
し
て
、
年
間
で
合

計
一
〇
〇
万
円
以
下
の
上
場
株
式
等

を
受
け
入
れ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

⑵
　
非
課
税
期
間

　

非
課
税
管
理
勘
定
に
受
け
入
れ
ら

れ
た
株
式
に
つ
い
て
は
、
勘
定
設
定

日
か
ら
同
日
の
属
す
る
年
の
一
月
一

日
以
後
五
年
以
内
に
支
払
を
受
け
る

配
当
等
、
五
年
以
内
に
そ
の
株
式
等

を
譲
渡
し
た
場
合
の
譲
渡
益
が
そ
れ

ぞ
れ
非
課
税
と
さ
れ
ま
す
。

⑶
　
受
け
入
れ
可
能
株
式
等

　

非
課
税
管
理
勘
定
に
受
け
入
れ
る

こ
と
が
で
き
る
上
場
株
式
等
は
、
そ

の
非
課
税
口
座
を
開
設
し
た
金
融
商

品
取
引
業
者
等
を
通
じ
て
新
た
に
取

得
し
た
上
場
株
式
等
と
そ
の
非
課
税

口
座
に
係
る
他
の
年
分
の
非
課
税
管

理
勘
定
か
ら
移
管
さ
れ
る
上
場
株
式

等
で
す
。

　

し
た
が
っ
て
、
五
年
間
の
非
課
税

期
間
を
経
過
し
た
年
分
の
非
課
税
管

理
勘
定
株
式
を
受
け
入
れ
て
、
そ
れ

か
ら
さ
ら
に
五
年
間
非
課
税
の
適
用

を
受
け
る
こ
と
が
可
能
で
す
。

⑷
　
手
続
き

　

非
課
税
の
適
用
を
受
け
る
た
め
に

は
、
非
課
税
口
座
を
開
設
す
る
金
融

商
品
取
引
業
者
等
の
営
業
所
を
通
じ

て
、
税
務
署
長
に
対
し
て
「
非
課
税

適
用
確
認
書
」
の
交
付
を
申
請
す
る

必
要
が
あ
り
ま
す
。

改
正
ポ
イ
ン
ト

金
融
・
証
券
税
制
の
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非
課
税
適
用
確
認
書
に
は
、
上
表

の
勘
定
設
定
期
間
に
応
じ
た
基
準
日

に
お
け
る
住
所
等
が
記
載
さ
れ
る
こ

と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

３　

金
融
所
得
課
税
の
一
体
化

　

金
融
所
得
課
税
の
一
体
化
の
た
め

に
、
次
の
よ
う
な
課
税
方
法
の
改
正

が
行
わ
れ
、
平
成
二
十
八
年
一
月
一

日
か
ら
適
用
さ
れ
ま
す
。

⑴
　
特
定
公
社
債
等

　

国
債
や
地
方
債
な
ど
の
特
定
公
社

債
、
公
募
公
社
債
投
資
信
託
の
受
益

権
、
証
券
投
資
信
託
以
外
の
公
募
投

資
信
託
の
受
益
権
、
特
定
目
的
信
託

の
社
債
的
受
益
権
で
公
募
の
も
の

（「
特
定
公
社
債
等
」
と
い
う
）
に
つ

い
て
、
そ
の
利
子
等
が
源
泉
分
離
課

税
の
対
象
か
ら
除
外
さ
れ
、
原
則
と

し
て
二
〇
・
三
一
五
％
の
税
率
に
よ

る
申
告
分
離
課
税
と
さ
れ
ま
す
。
こ

の
利
子
等
に
つ
い
て
は
、
確
定
申
告

を
し
な
い
こ
と
が
選
択
で
き
ま
す
。

　

特
定
公
社
債
等
を
特
定
口
座
に
受

け
入
れ
る
こ
と
が
可
能
と
な
り
、
口

座
内
で
の
損
益
通
算
も
で
き
ま
す
。

⑵
　
一
般
公
社
債
等

　

特
定
公
社
債
等
以
外
の
一
般
公
社

債
等
の
利
子
は
、現
行
の
二
〇
・
三
一

五
％
の
税
率
に
よ
る
源
泉
分
離
課
税

が
維
持
さ
れ
ま
す
。一
般
公
社
債
等

を
譲
渡
し
た
場
合
に
は
、非
課
税
の

対
象
か
ら
除
外
さ
れ
、二
〇
・
三
一
五

％
の
税
率
に
よ
る
申
告
分
離
課
税
の

対
象
と
さ
れ
ま
す
。

⑶
　
割
引
債

　

割
引
債
を
含
む
公
社
債
の
譲
渡
所

得
等
を
二
〇
・
三
一
五
％
の
税
率
に

よ
る
申
告
分
離
課
税
と
す
る
こ
と
に

加
え
て
割
引
債
の
償
還
差
益
に
つ
い

て
も
譲
渡
所
得
等
と
し
て
二
〇
・

三
一
五
％
の
税
率
に
よ
る
申
告
分
離

課
税
と
さ
れ
ま
す
。
ま
た
、
発
行
時

の
一
八
％
源
泉
徴
収
を
適
用
し
な
い

こ
と
と
さ
れ
、
償
還
時
に
二
〇
・
三

一
五
％
の
税
率
で
源
泉
徴
収
す
る
仕

組
み
に
改
め
ら
れ
ま
す
。

⑷
　
株
式
等
の
譲
渡
所
得
等
の
分
離

課
税
の
改
組
と
通
算

　

株
式
等
の
譲
渡
所
得
等
は
、
上
場

株
式
に
係
る
も
の
と
非
上
場
株
式
に

係
る
も
の
を
区
分
し
、
公
社
債
等
の

譲
渡
所
得
等
と
合
わ
せ
て
、
①
特
定

公
社
債
等
及
び
上
場
株
式
等
に
係
る

譲
渡
所
得
の
分
離
課
税
、
②
一
般
公

社
債
等
及
び
非
上
場
株
式
等
に
係
る

譲
渡
所
得
等
の
分
離
課
税
に
改
組
さ

れ
ま
す
。
上
場
株
式
の
譲
渡
損
益
と

非
上
場
株
式
の
譲
渡
損
益
の
相
互
の

通
算
が
で
き
な
く
な
り
ま
す
。

NISA の仕組み

1. 非課税対象　　：非課税口座内の少額上場株式等の配当、譲渡益等
2. 非課税投資額　：口座開設年に、①新規投資額および②継続適用する上場株式等の時価の合計額で 100万円を上限
　　　　　　　　　（未使用枠は翌年以降繰越不可）
3. 非課税投資総額：最大 500万円（100万円×5年間）
4. 保有期間　　　：最長 5年間、途中売却は自由（ただし、売却部分の枠は再利用不可）
5. 口座開設数　　：年間 1人 1口座（毎年新たな口座開設は不要）
6. 開設者　　　　：居住者等（その年 1月 1日において満 20歳以上である者）
7. 口座開設期間　：平成 26年～35年（10年間）

H26年
から
10年間

〈非課税期間：最長 5年間〉

26年

※NISA 口座内で保有していれば、最大
　5年間は、配当・譲渡益が非課税。
※5年経過後は、NISA の新たな枠を活
　用して非課税保有を続けるか、通常
　の口座に移して、継続保有。

※毎年新たなNISA 口座の開設を不要とし、1人 1口座とする。

勘定設定期間 基準日

平成 26年 1月 1日から
平成 29年 12月 31日まで

平成 25年
1月 1日

平成 30年 1月 1日から
平成 33年 12月 31日まで

平成 29年
1月 1日

平成 34年 1月 1日から
平成 35年 12月 31日まで

平成 33年
1月 1日

27年 28年 29年 30年 31年 32年 33年 34年 35年

H26年 100万投資

H27 年 100万投資

H28 年 100万投資

H29 年 100万投資

H30 年 100万投資

H31 年 100万投資

H32 年 100万投資

H33 年 100万投資

H34 年 100万投資

H35 年 100万投資

ある年における「非課税投資
総額」は、最大で 500万円
（年間 100万円×5年）
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　事業主が交通事故などを起こし、支払っ
た損害賠償金が事業所得の必要経費となる
かどうかは、次のように判定します。
　まず、事故が業務に関連のないものは必
要経費になりません。
　次に、業務に関連してはいるが、事故原
因に故意又は重大な過失があった場合も必
要経費になりません。
　この、重大な過失があったかどうかにつ
いては、加害者の職業、地位、事故当時の
周囲の状況、侵害した権利の内容及び取締
法規の有無などの具体的事情を考慮して、
加害者が本来払うべきであった注意を払っ
たかどうかにより判定します。
　例えば、交通事故の場合では、無免許運
転、高速度運転、酔払運転、信号無視など
による事故は、特別の事情がない限り重大
な過失があったとされ、必要経費にはなり
ません。

　
会
社
が
通
信
教
育
の
申
込
み
を
行

い
、
通
信
教
育
の
事
業
者
に
対
し
直

接
受
講
料
を
支
払
っ
て
い
る
場
合
は
、

課
税
仕
入
れ
に
該
当
し
ま
す
。
し
か

し
、
受
講
料
相
当
額
を
従
業
員
に
対

し
て
現
金
で
支
給
す
る
場
合
、
そ
の

額
は
給
与
の
一
部
と
さ
れ
る
た
め
、

課
税
仕
入
れ
に
は
該
当
し
な
い
こ
と

と
な
り
ま
す
。

　
た
だ
し
、
そ
の
通
信
教
育
の
受
講

が
会
社
の
業
務
上
必
要
な
も
の
で
あ

っ
て
、
そ
の
受
講
料
の
支
払
に
係
る

会
社
宛
の
領
収
証
を
徴
し
た
分
に
つ

い
て
は
、
会
社
が
支
出
し
た
費
用
が

通
信
教
育
の
受
講
料
と
し
て
の
も
の

で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
、
ま

た
、
実
質
的
に
会
社
が
直
接
通
信
教

育
を
行
う
事
業
者
に
支
払
う
場
合
と

同
様
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
課
税
仕
入

れ
に
該
当
す
る
も
の
と
し
て
取
り
扱

わ
れ
ま
す
。

　外国為替証拠金取引（FX）とは、外国為
替の売買を、一定の証拠金を担保にして、
その証拠金の何十倍の取引単位で行う取引
をいいます。
　平成24年1月1日以後に行われるFXの
差金等決済により生じた損益の課税関係は、
次のとおりです。なお、FXには、店頭取引
と取引所取引（金融商品取引所の開設する
金融商品市場で行われる取引）があります
が、いずれの場合も課税関係は同じです。
⑴　差金決済による差益が生じた場合
　他の所得と区分し、「先物取引に係る雑
所得等」として、所得税15.315％（復興特
別所得税含む。他に地方税５％）の税率で
課税されます（申告分離課税）。
　なお、「先物取引に係る雑所得等」とは、
一定の先物取引による事業所得の金額、譲
渡所得の金額及び雑所得の金額の合計額を

いいます。
⑵　差金決済による差損が生じた場合
　他の「先物取引に係る雑所得等」の金額
との損益通算は可能ですが、「先物取引に
係る雑所得等」以外の所得の金額との損益
通算はできません。
⑶　差金決済に係る損失の繰越控除
　他の「先物取引に係る雑所得等」と損益
通算をしてもなお引ききれない損失の金額
は、一定の要件の下、翌年以後3年内の各
年分の「先物取引に係る雑所得等」の金額
から控除することができます。この場合の
繰越控除は、次の順序により行います。
①　差金等決済に係る損失の金額が前年以
前３年以内の２以上の年分に生じたもの
である場合には、最も古い年分に生じた
先物取引の差金等決済に係る損失の金額
から順次控除する。
②　雑損失の繰越控除を行う場合には、ま
ず、先物取引の差金等決済に係る損失の
繰越控除を行った後、雑損失の繰越控除
を行う。
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外国為替証拠金取引（FX）
の課税関係


